
- 1 -

雑
貨
工
業
品
品
質
表
示
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
案

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
雑
貨
工
業
品
品
質
表
示
規

程
（
平
成
二
十
九
年
消
費
者
庁
告
示
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定

と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「

対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え

る
。

（資料１－３－３）



- 2 -

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

雑

貨

工

業

品

品
質
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項

雑

貨

工

業

品

品
質
に
関
し
表
示
す
べ
き
事
項

［
略
］

［
同
上
］

浄
水
器
（
飲
用
に
供
す
る
水
を
得
る
た

［
一
～
三

略
］

浄
水
器
（
飲
用
に
供
す
る
水
を
得
る
た

［
一
～
三

同
上
］

め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
水
道
水
か
ら
残

四

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧

め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
水
道
水
か
ら
残

四

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧

留
塩
素
を
除
去
す
る
機
能
を
有
す
る
も

留
塩
素
を
除
去
す
る
機
能
を
有
す
る
も

（
供
給
さ
れ
た
水
を
貯
留
し

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

て
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。

）

［
五
・
六

略
］

［
五
・
六

同
上
］

七

ろ
過
水
容
量
（
回
分
式
浄

［
加
え
る
。
］

水
器
の
う
ち
、
ろ
過
水
を
貯

留
す
る
も
の
に
限
る
。
）

八
・
九

［
略
］

七
・
八

［
略
］

［
略
］

［
同
上
］

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

［
一
～
五

略
］

［
一
～
五

同
上
］

六

浄
水
器

六

浄
水
器

［
（
一
）
～
（
三
）

略
］

［
（
一
）
～
（
三
）

同
上
］

（
四
）

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
の
イ
か
ら

（
四
）

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
の
イ
及
び

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
動
水
圧
を
メ
ガ

ロ
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
と
し
、
そ
の
動
水
圧
を
メ
ガ
パ
ス

パ
ス
カ
ル
又
は
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

カ
ル
単
位
又
は
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
（
供
給
さ
れ

に
お
け
る
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、
表
示
し
た
最
小
動
水
圧
に
対
し
て

た
水
を
貯
留
し
て
使
用
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。
こ
の
場
合
に
お
け
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プ
ラ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
こ
と
。

る
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、
表
示
し
た
最
小
動
水
圧
に
対
し
て
プ
ラ
ス

十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
こ
と
。

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

ハ

イ
及
び
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
ポ
ン
プ
を
持
つ
も
の
に
つ

［
加
え
る
。
］

い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方

法
）
の
六
・
七
に
定
め
る
最
低
作
動
水
圧
試
験
の
測
定
方
法
に
よ

る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
続
式
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、

使
用
可
能
な
最
小
動
水
圧
は
、
毎
分
〇
・
五
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
流

量
が
確
保
で
き
る
動
水
圧
と
す
る
こ
と
。

（
五
）

浄
水
能
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ

（
五
）

浄
水
能
力
の
表
示
に
際
し
て
は
、
次
の
イ
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
と

る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
除
去
可
能
な
対
象

こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
除
去
対
象
物
質
に
対
す

物
質
（
以
下
「
除
去
対
象
物
質
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
除
去
性
能

る
除
去
性
能
及
び
ろ
過
能
力
の
試
験
方
法
が
日
本
産
業
規
格
Ｓ
三
二

及
び
ろ
過
能
力
の
試
験
方
法
は
日
本
産
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭

〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ

用
浄
水
器
試
験
方
法
）
又
は
同
規
格
の
附
属
書
Ａ
に
規
定
さ
れ
て
い

い
て
は
、
当
該
試
験
方
法
に
よ
る
こ
と
。

る
試
験
方
法
に
よ
る
こ
と
。

イ

浄
水
能
力
は
、
除
去
対
象
物
質
の
種
類
を
示
す
用
語
ご
と
に
表

イ

浄
水
能
力
は
、
除
去
対
象
物
質
の
名
称
を
示
す
用
語
ご
と
に
表

示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
用
語
の
次
に
括
弧
書
き
で
そ
の
総
ろ
過

示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
用
語
の
次
に
括
弧
書
き
で
そ
の
総
ろ
過

水
量
、
除
去
率
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
旨
及
び
日
本
産
業
規
格

水
量
、
除
去
率
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
旨
及
び
日
本
産
業
規
格

Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
又
は
同
規
格
の
附
属

Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
に
基
づ
き
測
定
し
た

書
Ａ
に
基
づ
き
測
定
し
た
試
験
結
果
で
あ
る
旨
を
付
記
す
る
こ

試
験
結
果
で
あ
る
旨
を
付
記
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
ろ
過
水
量
は
リ
ッ
ト
ル
単
位
で
表

総
ろ
過
水
量
は
リ
ッ
ト
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
場

示
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
場
合
の
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、
表
示
し

合
の
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、
表
示
し
た
ろ
過
能
力
に
対
し
て
マ
イ

た
ろ
過
能
力
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
こ

ナ
ス
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
こ
と
。

と
。

ロ

除
去
対
象
物
質
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

ロ

除
去
対
象
物
質
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
除
去
対
象
物

る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
除
去
対
象
物

質
の
種
類
を
示
す
用
語
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
用
い
て
表
示
す

質
の
種
類
を
示
す
用
語
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該

る
こ
と
。

欄
に
掲
げ
る
用
語
を
用
い
て
表
示
す
る
こ
と
。
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除
去
対
象
物
質
の
区
分

除
去
対
象
物
質
の
種
類
を
示
す
用
語

除
去
対
象
物
質
の
区
分

除
去
対
象
物
質
の
種
類
を
示
す
用
語

［
略
］

［
同
上
］

揮
発
性
有
機
化
合
物

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

揮
発
性
有
機
化
合
物

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

ブ
ロ
モ
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

ジ
ブ
ロ
モ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン

ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

ブ
ロ
モ
ホ
ル
ム

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

［
削
る
。
］

一
・
一
・
一
―
ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン

総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン

［
略
］

［
同
上
］

備
考

備
考

１

総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
の
用
語
を
用
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

１

総
ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
の
用
語
を
用
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、

日
本
産
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
の

日
本
産
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
の

六
・
四
・
四
・
一
に
規
定
す
る
成
分
内
容
と
す
る
こ
と
。

六
・
四
・
三
に
規
定
す
る
成
分
内
容
と
す
る
こ
と
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

ハ

総
ろ
過
水
量
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家

ハ

総
ろ
過
水
量
に
つ
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
三
二
〇
一
（
家

庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
六
・
五
の
規
定
に
係
る
ろ
過
能
力
試
験

庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
六
・
五
の
規
定
に
係
る
ろ
過
能
力
試
験

に
お
い
て
当
該
除
去
物
質
の
除
去
率
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下

に
お
い
て
当
該
除
去
物
質
の
除
去
率
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
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す
る
ま
で
の
総
ろ
過
水
量
を
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
濁
り
に

す
る
ま
で
の
総
ろ
過
水
量
を
表
示
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
連
続
式

つ
い
て
は
、
（
三
）
の
規
定
に
よ
る
当
該
ろ
過
流
量
が
五
十
パ
ー

の
も
の
に
係
る
濁
り
に
つ
い
て
は
、
（
三
）
の
規
定
に
よ
る
当
該

セ
ン
ト
に
低
下
す
る
ま
で
と
除
去
率
が
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下

ろ
過
流
量
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
す
る
ま
で
と
除
去
率
が
八

す
る
ま
で
の
い
ず
れ
か
早
い
方
ま
で
の
総
ろ
過
水
量
と
す
る
こ

十
パ
ー
セ
ン
ト
に
低
下
す
る
ま
で
の
い
ず
れ
か
早
い
方
ま
で
の
総

と
。

ろ
過
水
量
と
す
る
こ
と
。

（
六
）

［
略
］

（
六
）

［
同
上
］

（
七
）

ろ
過
水
容
量
の
表
示
に
際
し
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｓ
三
二
〇

［
加
え
る
。
］

一
（
家
庭
用
浄
水
器
試
験
方
法
）
の
六
・
六
に
定
め
る
ろ
過
水
容
量
試

験
の
測
定
方
法
に
よ
り
得
た
数
値
を
リ
ッ
ト
ル
単
位
で
表
示
す
る
こ
と

（
回
分
式
浄
水
器
の
う
ち
、
ろ
過
水
を
貯
留
す
る
も
の
に
限
る
。
）
。

こ
の
場
合
に
お
け
る
誤
差
の
許
容
範
囲
は
、
表
示
し
た
ろ
過
水
容
量
に

対
し
て
マ
イ
ナ
ス
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
こ
と
。

（
八
）
～
（
十
一
）

［
略
］

（
七
）
～
（
十
）

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

令
和
三
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
雑
貨
工
業
品
の
品
質
に
関
す
る
表
示
が
行
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


